
第２章 業者情報管理（業者グループ） 



業者グループ登録の流れ  

作業所 部門安全環境部 委託業者(収集・処分) 

業者Ｇ検討・登録 

業者Ｇ依頼 

登録通知 

情報入力 
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使用業者打合 使用業者打合 



業者グループの設定 

複数の業者が産業廃棄物の収集運搬・処分に関連する
業務上の連携をしている場合、安全環境部は複数の 
業者からなる業者グループを設定する。 

 業者グループの代表業者は同一グループに所属する
別の業者のデータ登録、変更等を代行できる。 
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業者グループ 

業者Ａ 

業者Ｂ 
 

業者Ｃ 

・業者情報の登録、修正 
・処理施設状況報告の登録、修正 
・委託契約情報の登録、申請 
・請求情報の登録、申請 
 
 

代表者：業者Ｚ 
業者Ａ、業者Ｂ、業者Ｃの代行（登録、修正等の操作）が可能 



業者グループ 

 業者グループは、全国で登録管理が行われる。 
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親業者 Ａ社 

関連業者 
（子業者） 

Ｂ社 

Ｃ社 

Ｄ社 

Ｅ社 

Ｆ社 

 親業者のA社は、他のグループの子業者に 
 なることが出来ない。 
 子業者のＢ・Ｃは他の親業者Ｇの子業者に 
 なることは出来ない。 

 
○ 業者グループのメリット 
 ・子業者が当社のシステムについていけない 
 ・子業者に関するシステムの維持管理を 
  親業者Ａが子業者の管理することが出来る。 
 
● 業者グループのデメリット 
 ・業者グループの管理が全社レベルのため 
  支店の都合等で業者グループの変更する 
  ことが難しい 
  （業者構成の削除は可。追加は調整要） 
 



 代表業者と構成業者は、 

 部門安全環境部に対して 

 業者グループ申請書を提出。 

 代表業者は当システムに登録済
であり、且つ電子マニフェスト
利用可能であることを前提。 

 構成業者が当システム利用申込
前の場合は、代表業者は構成 
業者に対して利用規約を承諾
してもらい利用申込書も同時
に提出する。 
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業者グループの申請 
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業者グループ登録申請書 

業者グループ登録申請書は「マニュアル類」からダウンロードして下さい。 
ＰＤＦ版とＷｏｒｄ版の２種類あります。 



申請した代表業者（親）へのメール 
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 清水建設にて登録が完了すると各業者に通知される 



構成業者（子）へのメール 
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代表業者はグループ業者を操作可能 
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代表業者は 
登録されたグループ業者の情報を参照し修正等が可能 



代表業者はグループ業者の設定変更可能 
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 代表業者は、許可の状況
・施設の状況など子業者
の情報修正・登録が可能 

 修正の際には必ず連絡 



グループ業者の施設状況報告 
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 代表業者は、許可の状況
・施設の状況など子業者
の情報修正・登録が可能 

 修正の際には必ず連絡 
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